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民間種雄牛の取扱いに関する宮崎県の提案

本県で発生したロ蹄疫の防疲措置として実施したヴグチン接種及び殺処分ｌｔｉ ’ＩＳＳＩ・しご当

該 処 分 を 拒 否 し て い る 飼 育 農 家 の 民 間 種 雄 牛 の 取 扱 い に 関 し 、 以 下 の と お り 、 宮 崎 県 と● ● Ｉ ● ４ ｉ● ● ● ｔ
し て の 提 案 を さ せ て い た だ き ま す ０ 、 ． ’ ・ ゜ ４ ゛ - ． ‘ ’ ゝ ゛ Ｉ

本県ではミ当該種雄牛呪）ｌｌ家所在地を含むエリアについて、
・ ● ・ 、 ・ ・ ● １・ ・ ． ｊ ノ ・ ｋ ‘ ． ‘ ’ ｔ．゛’゛゛

７ 月 １ ６ 日 の 移 動 制 限 等

の解除に向け、県、市町村、；民間と一体となって清浄性の確保等のための取り組みを進
めて い る と こ ろで あ り ま す。’
７月１６日の制限解除のためには当該案杯を解決す｀る必要がありますので、早急に検

討いただき、今週中に、政府対策本部としての本県提案に対する回答をいただきますよ
うお願い申し上げます。

１ 本提 うに当たって検討を行った事

（Ｊ１）県は、法定受託事務の執行者とし七、特措法第６条の規定に従った措
置（第１項に基づ＜勧告、第２項に基づく殺処分）を行うことが原則で
あ る。

現在の状況が特措法第６条第１項に規定する「家伝法第３条に規定ずる措置だ
けではロ蹄疫のまん延の防止が困難であり、かつ、急速かつ広範囲にわたる口蹄
疫のまん延を防止するためやむを得ない必要があるとき」に該当するのかという
主張が一部にあるが、「困難性」や「必要性」の判断は、一定エリア内での予防
．的殺処分に二定の期間が必要であることを考慮すれば、予防的殺処分の方針を明
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らかにしたときあるいはそれに着手した時点で行うと考えるのが妥当である。

従って、今回の場合は殺処分を前提としたワクチンの接種を決定した時点（５／１９
政府決定）、あるいはワクチン接種を開始した時点（５／２２木城、高鍋）での判断とな
り、法律の規定には該当すると考えるべきである。
ただし訴訟になった場合にはその時点での「困難性」「必要性」を判断される

可 能 性 は 残 る。、

（２）本件については県が国の助言を受けながらも、県として主体的に決定
すべき事項である。

今回の殺処分を前提としたワクチン接種は国の口蹄疫対策本部において方針を
決定したものではあるが、県としては国の方針に同意をして法定受託事務の執行
者としてワクチン接種、殺処分等を進めてきたものであり、ワクチン・殺処分拒
否者への対応も基本的に県の判断によって行うべきものである。∧ ． ｀ １ - ・

な お 、 農 林 水 産 大 臣 が 特 措 法 に 基 づ く 指 示 （ ８ 条 １ 項 ） 及 び 代 執 行 （ 同 条 ２ 項 ）

を 行 う た め に は 、 大 臣 が 地 域 指 定 （ 同 法 ４ 条 ６ 項 ） を 行 う 必 要 が あ る が 、 現 在 の

地 域 指 定 は 知 事 の 申 請 に 基 づ く も の （ 同 条 ５ 項 ） で あ る こ と か ら 、 現 状 で は 、 大Ｘ ’ ． ゛ ． ’ ． ● ． ” - ． ● ● Ｉ．●●・●・

臣 が 当 該 指 示、 代執行の権限を行使することはできない。

（３ｊ）本件以外９農，家１宰苦ｊｉ１１咽１；４：斯’！ｙワクチン接種や殺処分仁同意し？１＝。こと
に留意すべきである。

種雄牛に限らず畜産農家はその飼養する家畜に大きな愛情を注いでおり、今回
のワクチン接種・殺処分は多くの農家に経済的損失のみではなく、深い喪失感や
絶望感を与えている。現時点での口蹄疫まん延リスクの軽減は、各農家の犠牲の
上に成り立っていること、更に同意農家と拒否農家の平等性を十分考慮すべきで
あ る。

（４）種雄牛の重要性を考慮すべきである。

・，．；，

宮 崎牛ブランドの再興を図るための鍵は優秀な種雄牛であり、そのことは今回
の口蹄疫発生を受けて他県が種雄牛の移動を行ったことでも明らかである。
本県ではスーパー種雄牛５頭は特例措置により生存しているものの、家畜改良

事業団内に飼養していた４９頭を失った今、今後の本県畜産の再興において、一
定の実績を有する当該民間種雄牛の位置づけは従前と比較すると格段にアップし
て い る。
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（５）県の種雄牛の特例的な取扱いとのバランスを考慮する必要がある。

３

（８）法律の遵守はもちろん重要であるが、一方で本件については当該農家
が「自分の命に代えても守りたい」としていることに留意し、慎重な対
応を行う必要がある。

本県が今回経験したロ蹄疫は、我が国では例を見ない大規模なものであり、ワ
クチン接種、予防的殺処分、ワクチン分のたい肥処理等、手探りでスタートさせ
その後制度や考え方を整理したものも数多くある。
今回特措法で予防的殺処分の規定が設けられたことは極めて有意義ではあるが、

一方で貴重な資源である種雄牛等種畜の取扱いの特例がないことから、その必要

性に関する主張があることも事実である。
従って、あるべき特例を今回の事案に即して検討することも、当然視野に入れ

る べ き で あ る。

・ ・ 、 １ ’ ． ’ ・ ・ ’ ぶ．’．

（。７）我が国初の大規模感染の中での対応であり、現実に起きている事象を
通して制度や仕組みを作っていくことも必要である。

今回例外を認めれば、今後の防疫対策の円滑な実施の大きな妨げとなる可能性
があり、全国ュに先駆け７７７７クヂ；／接種等を実施した県として避けなければならな
い 。
何故特例的な取扱いが必要か、その後の制度設計も含めて検討すべきである。

本県では特に優秀な種雄牛について国との特例協議を経て移動制限区域からの
移動を行ったところであり、同じ種雄牛間の取扱いの差異について県民に説明す
る 必 要 が あ る。
この際、移動させた６頭についてはその能力・実績から最優先させたという説

明はつくが、民間種雄牛については守る必要はないという説明は難しい。
また、結果として疑似患畜となったために殺処分となったものの、家畜改良事

業団の４９頭の種雄牛をできるならば残したいとしていた県のスタンスと今回の
民間種雄牛の取扱いの説明を行う必要がある。〃 ● ４ 丿 ÷ ● - ●

（６）仮に特例的な取扱いを認めるとしても、今後我が国におけるワクチン

ノ）接種や予防的殺処分の円滑な実施の妨げとならないよう留意する必要が
あ る 一 ‥

う



２ 崎県としての考え への提案）
上記の点を総合的に検討した結果、宮崎県としては本件について次のとおり取り扱

いたいと考えており、国においては是非理解をいただきたい。

（１）考え方
清 浄 性 確 認 検 査 （ 抗 原 、 抗 体 検 査 ） を 行 っ た 上 で、 異 常 が な け れ ば、゛ ・ φ ’ か 丿

県 が 無 償 譲 渡 を 受 け、 以 後 は 県 に お いて 管 理 を 行 う。

（２）理・由

①本県畜産の再興を図る上で種雄牛の重要度は非常に高く、県としても、家畜改
良事業団で一元管理していた種雄牛のほとんどを失ったことから、今後の本県肉
用牛振興に貢献する可能性のある種雄牛を確保してお＜必要があるｉ、‥

万］ヤ壮大こ万；り：おヽ 。冷稗＝９１１１１１１ｓｌ：尚してヽ 種畜の特例扱いに゙ ；；？！・` ７７はヽ 。南九州各県とも協議を
行って早急に提案をまとめたいと考えており、今回特例措置を講じたとしても将
来的には制度に沿ったあるいは制度の先取りとなるものである。
【種畜に関する特例制度のイメージ】

’ ‘ 一 県 が 貴 重 な 遺 伝 資 源 で あ り 、 か つ 、 公 共 性 が 高 い と 判 断 す る 次 に 掲 げ る 種 畜

のうち、臨床目視検査や抗体検査などにより伝染病に感染していないことが確
認された以下の種畜について、移動制限や殺処分などの措置の例外として取り４ ● ● ● 。 ｜ ● ●- ・ ・ ● ● ● ｒ ●＞ 扱 う 。 ゜ ‘ ハ ″
・種雄牛（個別経営等で当該経営農場のみで利用している種雄牛は除く。）
・県が指定する改良基礎雌牛
一種豚を供給するための原種豚
・地頭鶏などの原種鶏

ン
②本県ではこれまで家伝法、特措法、国の指導・助言に沿って、２７万頭を超え
る家畜の殺処分、埋却等の防疫措置等を着実に実施してきたところである。
今回の措置ば法律に基づかない特例的な措置ではあるが、上記①のとおり本県

畜産の再興という公益性が認められる中での総合的な判断であり、妥当性がある
と 考 え る。

③当該農家の所有する種雄牛への思いが極めて強＜、強制的な措置は極めて重大
な事態を引き起こすことが予測されるため、県としては取るべき措置ではないと
考 え る。

④ ワ ク チン 接 種 ・ 殺 処 分 に 応 じ た 農 家 と の 平 等 性 ・ 公 平 性 を 確 保 す る 観 点 か ら、
当該種雄牛について、所有者からの申じ出により無償で県に譲渡されることを前
提とする。（したがって、殺処分に応じた場合には現時点の評価で約２千５百万
円の補てん金を交付することになるが、これは支給しない。）
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